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編成方針中、毎年の時点修正を避けるため、新年度を令和ｎ年度と表記している部分があります。 

今回の編成方針では、令和ｎ年度は令和８年度、令和ｎ+１年度は令和９年度を表します。 
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１ はじめに 

令和８年度予算編成方針 ～市長～ 

 「市民が主役！躍動するまち 多治見」をまちづくりの基本方針に掲げた第８次総合計画前期計

画も３年目を迎え、いよいよ仕上げの段階に入ります。 

令和８年度から笠原小中一貫教育校、笠原こども園、移転後の北消防署、消防指令業務共同運用な

どが供用を開始し、新しい環境でのスタートとなります。建設事業は一息つくものの、社会保障関係

費・公債費・人件費等の経常的な行政需要の増が見込まれ、また、賃上げ・物価高の影響が高まって

おり、今までにも増して厳しい財政運営となる見通しです。 

現時点では大幅な財源不足が生じています。予算編成作業を通じて、市民ニーズや事業自体の

必要性、優先順位などを再検証し、また、補助金等財源確保に向けた研究を行うなど職員みんな

で知恵を出し合うことで、市民一人ひとりが幸せを実感できるような予算編成をお願いします。 

 

 

２ 国・地方の財政状況 

（１）国の動向 

内閣府は、月例経済報告（８月）において、「景気は、米国の通商政策等による影響が一部に

みられるものの、緩やかに回復している。」、「先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種

政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の

下振れリスクには留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を

通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、

金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。」としています。 

また、令和７年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2025」

においては、「「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ」を掲げ、賃上げを起点とした

成長型経済の実現や中長期的に持続可能な経済社会の実現を目指すこととされています。 

 

（２）県内経済情勢 

  財務省東海財務局は、管内経済情勢報告（７月）において、総括判断として、「管内経済は、

緩やかに回復しつつある」としています。また、「先行きについては、雇用・所得環境が改善す

る下で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、物価上

昇の継続、米国の通商政策、金融資本市場の変動等の影響に注意する必要がある。」としてい

ます。 
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３ 本市の財政状況 

（１）令和６年度決算の状況 

  令和６年度一般会計決算では、実質収支が 39.7億円の黒字となりました。 

歳入決算額は 503.4億円で、社会経済の回復を受け、市税が過去最高額の 157.4億円（前年

度比＋2.0億円。以下同様）となり、地方交付税も 74.0億円（＋2.9億円）となりました。 

  歳出決算額は 452.0 億円で、笠原小中学校建設事業費、笠原小中学校建設事業費、北消防

署移転整備事業費、消防指令業務共同運用関係費等の大型建設事業に伴い、対前年度＋37.5億

円となりました。款別では、民生費 179.2億円、教育費 74.2億円、総務費 52.8億円、衛生費

38.9億円の順となり、性質別では、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の合計が 219.6億

円（＋22.5億円）となった一方、投資的経費は 70.3億円（＋13.5億円）となりました。 

 

財政判断指数は、償還可能年数は 0.1年、経費硬直率は 2.0％、財政調整基金充足率は 1.5％、

経常収支比率は 2.0％それぞれ悪化しました。経費硬直率は、目標値を超過しています。 

財政判断指数 償還可能年数 経費硬直率 
財政調整基金 

充足率 
経常収支比率 

令和６年度決算値 5.7年 74.6％ 26.9％ 89.4％ 

令和５年度決算値 5.6年 72.6％ 28.4％ 87.4％ 

財政向上目標 7.0年 74.0％ 15.0％ 90.0％ 

財政健全基準 10.0年 77.0％ 7.5％ 93.0％ 

 

（２）財政運営の基本方針 

本市の財政運営について、総合計画、行政改革大綱、財政向上指針を基本として、緊張感を

もった財政運営を行っていくため、以下の基本方針を示します。 

ア 厳しさが増していく財政運営に対応するため、総合計画及び行政改革大綱を念頭に置き、

前例踏襲や現状維持という発想を排除し、新たな財源確保、経費の節減、費用対効果の向上

に一層積極的に取り組みます。 

イ 「多治見市健全な財政に関する条例」の趣旨を踏まえ、将来の負担の抑制に努め、世代間

の負担の均衡を図るとともに、計画的な財政運営を行います。 

ウ 一般会計のみならず、特別会計においても、歳入の確保や歳出の削減、適正な予算執行に

努め、健全な財政運営を行います。 

 

（３）財政向上指針 

平成 19年 12月に「多治見市健全な財政に関する条例」を制定し、財政の規範を定めるもの

として位置づけ、健全な財政運営を行うこととしています。これを踏まえ、令和６年度から９

年度までの「第５次財政向上指針」において、次の取組を掲げています。 

 

ア 収入の増加及び支出の抑制 

（ア）収入の増加  

債権管理計画で定める収納率を達成、企業誘致による税収増、使用料・手数料等の見直し
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及び市有財産の一層の有効活用により財源の確保に努めます。 

（イ）支出の抑制  

公共施設のランニングコスト軽減、行政改革の実施による経常経費の抑制に努めます。 

 

イ 市債残高（一般会計負担分）の上限 

一般会計の市債残高並びに特別会計及び企業会計の市債残高のうち、令和９年度までに、

一般会計で負担すべき残高の合計を 470億円、市債の実残高を 590億円以内とします。 

  ※令和５年度末残高：一般会計負担額 438.8億円、市債実残高 540.2億円 

 

ウ 基金の適正な管理 

（ア）財政調整基金  

財政調整基金の可処分額を 33億円以上確保します。 ※令和６年度末残高：62.1億円 

（イ）市債償還対策基金 

市債償還対策基金（合併特例債分を除く。）は、令和９年度末残高を 30億円以上確保しま

す。 ※令和６年度末残高：18.6億円 

（ウ）職員退職手当基金 

職員退職手当基金は、令和９年度末残高を 15 億円以上確保します。 ※令和６年度末残

高：19.4億円 

（エ）庁舎建設基金 

庁舎建設基金は、建設費に 30 億円以上を財源充当できるよう、建設までに７億円以上を

積み立てます。 ※令和６年度末残高：29.3億円 

（オ）地域振興基金 

   地域振興基金の年間処分額は、上限１億円とします。ただし、必要に応じて１億円を超え

て取り崩すことができるものとします。 

 

（４）令和８年度の見通し 

  歳入においては、社会経済の緩やかな回復傾向を踏まえ、税制改正の影響をうけながらも市

税や交付金に増加が見込まれる中、一般会計の一般財源としては若干の減収が見込まれます。 

歳出においては、大規模ハード事業は一息つくものの、中学生の給食費無償化がスタートし

ます。また、社会保障関係費・公債費・人件費等の経常的な行政需要の増が見込まれ、また、賃

上げ・物価高の影響が高まっており、今までにも増して厳しい財政運営となる見通しです。 
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４ 令和８年度予算編成における基本的考え方 

（１）経費区分 

予算編成に当たっては、「総合計画経費（細々目 01）」、「固定的経費（細々目 02）」、「その他

経費（細々目 03）」の区分に分けて計上してください。 

 

（２）総合計画経費（大規模保全工事除く。）及びその他経費の要求上限額 

  企画部による事業費調査に基づくヒアリング及び調整結果に、一定の削減率を乗じた額を、

予算要求上限額（一般財源ベース）として下表のとおり設定します。 

  削減目標額…計 9.1 億円  削減率…12％  

総合計画経費（Ａ）＋その他経費（Ｂ）の合計額が、部ごとの要求一般財源の上限額となり

ますので、原則、その範囲内で予算要求してください。 

やむを得ず、上限額を超える場合、予算要求はした上で、上限額範囲内とする事業費削減案

を、優先度を示して提出することとし、その是非を予算査定で判断します。事業費削減案では、

固定的経費での削減や基金等による充当による一般財源の削減も可としますが、年度内に明ら

かに予算不足となるような見積もりはしないでください。 

 
部ごとの予算要求上限額（一般財源ベース）            （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）固定的経費 の削減目標 

各部の金額は示しませんが、全庁で 2.2億円（△２％）の削減を目標とします。 

なお、固定的経費とは、総合計画経費以外で次に該当するものとします。 
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① 職員人件費（会計年度任用職員含む。）、公債費 

② 扶助費等で、国・県において法律等の制度上で定められた額を支出しなければならない

もの 

③ 複数年にわたる契約をした（する）債務負担行為、継続費 

④ 国・県等への負担金 

⑤ 他会計への繰出金（負担金） 

⑥ 基金への利子等積立金及び財政向上指針に定める後年度の負担軽減等のために設けた

基金積立金 

 

（４）その他 

ア 「多治見市財政向上指針」に掲げる個別の取組内容について留意してください。 

イ 制度改正や決算における予算執行率を踏まえた予算要求をしてください。 

ウ 特別会計、企業会計については、適正な負担の確保に留意し、安易に一般会計の繰出しに

頼ることなく、収支の均衡を図ることを基本としてください。 

エ 企業会計については、企業的性格を十分に発揮して、なお一層の経営の合理化、能率化を

図るとともに、特に経費の節減及び独立採算性の確保に努め、一般会計との間の経費負担区

分の明確化を図るなど、適正な運用に努めてください。 

オ 地方自治法第 210条の総計予算主義の原則を遵守し、年度途中の補正は真にやむを得ない

ものについてのみに留めるものとします。なお、給付費等の伸びにより補正が必要となるも

のは、議会への提案時期も勘案し、常にその動向の把握に努めてください。 

キ 令和７年度の機構改革により課コード等が変更になった課は、前々年度決算額が出力され

ません。前々年度決算額一覧を作成して配布しますので、予算要求の参考とするとともに、

提出資料に添付してください。一部予算が移動した課については、個別に相談してください。 
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５ 歳入に関する事項 

財政運営上、歳入確保の重要性は言うまでもありませんが、往々にして既定の歳入にとらわ

れがちです。厳しい財政状況を深く認識し、再度あらゆる法令、通知及び資料に基づき正確に

捕捉し、積極的に新たな補助制度を活用するなど財源確保に努めてください。 

 

（１）市税・諸納付金 

経済情勢の推移、税制改正の動き等を十分勘案するとともに、現行制度や現況の所得状況を

見極め、前年度における最終見込状況を考慮し、的確な年間収入見込額を計上してください。

また、税負担の公平を期するため課税客体の把握に漏れのないように留意し、債権管理計画に

基づき徴収率の維持・向上に努めてください。 

 

（２）督促手数料 

市税及び諸納付金について、令和６年４月１日から督促手数料を廃止しています。 

なお、令和５年度以前に発生した督促手数料は、令和６年度以降も引き続き徴収することと

なりますので、計上する金額に留意してください。 

 

（３）国県支出金 

行財政制度の動向等を的確に把握して、事業ごとの補助制度を十分研究して計上してくださ

い。特に、補助制度の変更や廃止等がある場合は、情報収集に努めるとともに、国、県等と十

分連携を図ってください。また、補助申請額と交付決定額の過去実績を勘案するなど、歳入欠

陥にならないように注意してください。 

 

（４）基金（繰入金） 

  基金条例を確認し、適切な事業へ充当するよう計上してください。特に、後年に大型事業等

への充当を予定している場合を除き、基金財源の活用について積極的に検討してください。 

 

（５）市債 

普通交付税措置等、その有効性の有無と将来の財政負担を伴うことを認識し、計上してくだ

さい。また、事業内容と市債メニューをよく確認し、適債性に疑義がある場合は、必ず財政課

に確認するようにしてください。 

 ※ 市債に関する情報は、「財政課公開キャビネット＞財政グループ＞起債関連」を参照して

ください。 

 

（６）その他 

各科目を通じて過大見積を避け、歳入欠陥にならないよう適正な財源を確保するとともに、

捕捉困難な収入や少額な収入についてもなおざりにせず、収入確保に努めてください。 
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６ 歳出に関する事項 

（１）報酬 

非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等に基づき、前年度実績を勘案して必

要額を予算計上してください。 

 

（２）職員人件費 

財政運営に与える影響が極めて大きいため、引き続きその適正合理化に取り組み、給与関係

費の増加の抑制と適正化に努めてください。 

 

（３）会計年度任用職員の給与等 

会計年度任用職員の給与等（報酬、手当、旅費（通勤費相当分））に係る歳出予算は、令和４

年度予算から、第１種、第２種とも人事課（人件費課（課コード 024000））で歳出予算計上し

ています。 

なお、会計年度任用職員の給与等に充てるべき特定財源の歳入がある場合、歳入予算は各課

にて計上し、充当先として人件費課の該当歳出予算科目を指定してください。予算科目が不明

な場合は、人事課にお問い合わせください。 

令和８年度の新規や同職種の増数を原則認めません。これにより、総数を令和７年度当初予

算上の人数を上限とします。（令和８年度周年事業等の必要人員は加味します。） 

 

（４）報償費 

委員謝礼については、「別紙３ 予算積算単価表」を基に、適正に予算計上してください。 

 

（５）旅費 

令和８年４月１日施行で旅費条例を改正することが予定されています。別紙３予算積算単価

表の「７ 主な旅費」に従って予算計上してください。なお、予算計上にあたっては、出張の

必要性、人数等を十分精査し、総会への出席等、単なる参加を避け行政効果を十分考慮してく

ださい。同出張は原則２人までであり、３人以上で出張する場合は理由書を添えた人事課合議

が必要です。また、各種委員会、審議会等の視察研修旅費についても、その必要性を十分精査

した上で予算計上し、職員随行については真にやむを得ない場合に限ります。会計年度任用職

員の旅費は、普通旅費でなく費用弁償等で支払ってください。 

 

（６）指定物品（封筒、財務帳票） 

総務課、会計課で予算措置するので、予算計上しないでください。ただし、PPC 用紙等は、

「別紙３ 予算積算単価表」を基に、各課で予算計上してください。 

 

（７）水道料 

  令和８年度から 20％の増額改定となりますので、適正に予算計上してください。 
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（８）郵便料 

大量の取扱いが定例化されている税務課、保険年金課、上下水道総務課のほか、アンケート

発送等を予定している場合は、各課で予算計上してください。 

 

（９）手数料 

設備機器等の法定点検手数料、リサイクル手数料等の各種手数料について、計上漏れがない

よう十分確認の上、予算計上してください。 

 

（10）公金取扱手数料（収納金融機関窓口における納付書による納付に係る収納手数料） 

総務省通知を踏まえた金融機関からの要望により、令和６年度から下表のとおり収納手数料

を支払うこととなりました。※ 対象金融機関及び金額は、令和７年 10 月１日時点で協議済

みのもののみ 

歳出予算については、一般会計及び特別会計は、会計課にて一括して予算計上することとし

ます。企業会計については、各会計で所要額を予算計上してください。 

区分 金融機関名称 金額（税込） 

指定金融機

関・指定代理

金融機関 

東濃信用金庫 

66円/件 

十六銀行 

収納代理 

金融機関 

大垣共立銀行 

名古屋銀行 

岐阜信用金庫 

東海労働金庫 

ゆうちょ銀行 

あいち銀行 33円/件 

  

（11）公金振込手数料 

  総務省通知を踏まえた金融機関からの要望により、令和６年 10 月１日から下表のとおり

指定金融機関へ公金振込手数料を支払うこととなりました。 

（公金振込手数料） 

データ 

（ＥＢ／ＩＢ） 

自行（指定金融機関） 他行 

110円 178.2円 

帳票 

（通常振込） 

自行 他行 

３万円未満 ３万円以上 ３万円未満 ３万円以上 

330円 550円 660円 880円 

帳票 

（給与・賞与振込） 

同一店 本支店 他行 

110円 220円 440円 

なお、この他にも、振替・科目更正（110円）、組戻手数料（1,100円／件の加算）を支払う

必要があります。 

歳出予算については、一般会計及び特別会計は、会計課にて一括して予算計上することとし

ます。企業会計については、各会計で所要額を予算計上してください。 
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（12）備品購入費 

必要性を十分検討し、真にやむを得ない場合にのみ予算計上してください。また、電算機関

係のハード及びソフトの開発については、事前にデジタル推進課と協議した上で予算計上して

ください。 

なお、会計年度任用職員が一般事務のために使用する庁内ＬＡＮパソコンについてはデジタ

ル推進課で購入するため、各課で予算計上する必要はありません。担当課にて独自に購入する

場合は、別途積算して予算計上してください。 

 

（13）自動車購入・管理等 

総務課の一括管理以外の自動車を保有している課で、自動車購入や車検を予定している課は、

駐車場の確保や任意保険加入について事前に総務課と協議のうえ予算計上するとともに、無車

検、無保険車のまま運行することがないよう適正な予算を計上してください。自賠責保険料は

車検の１～２か月に支払う必要があるため、４、５月に車検を行う場合は、支払時期（予算化

する年度）等を事前に総務課に確認してください。 

なお、自動車購入費は、「別紙３ 予算積算単価表」を参考に、各課で予算計上してくださ

い。 

 

（14）物件費 

安易に前年度の実績等によることなく見直しを行い、 その必要性について慎重に検討し、

節減合理化に努めてください。また、作業着については、貸与年数や使用頻度を考慮した上、

「別紙３ 予算積算単価表」を基に、各課で予算計上してください。 

 

（15）維持補修費 

現場の確認をし、その重要性、緊急性等により取捨選択して、安易に予備費や補正予算をあ

てにすることなく、必要なものについて予算計上してください。 

 

（16）負担金補助及び交付金 

補助金については、補助対象者と調整の上、予算計上してください。 

交付金については、新規及び増額計上は原則として認めません。 

負担金等においても、初期の目的を達成したものや、効果が薄いもの等は廃止するなど、そ

の必要性や効果を精査して予算計上してください。特に、職員のみの研究会等への負担金は原

則として認めません。また、他市等との公費による懇親会費を含むものは、積極的にその廃止

を主催者に働きかけてください。 

 

（17）繰出金 

  人件費に係る一般会計から特別会計への繰出金（国民健康保険事業特別会計、介護保険事業

特別会計への繰出）について、最初の財政課への提出時には、令和７年度当初予算の金額で予

算計上してください。 
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（18）その他 

ア 予算要求書の作成に当たっては、各節について積算を正確に行い、常に不用額が生じてい

るものについては、過大な見積を慎んでください。また、単純な計上漏れ、科目誤り、単価

誤り等による流用は厳に慎むべきであるので、留意して予算計上してください。 

イ 国の法律等で制度的に支出が義務づけられている経費についても、真に必要な額を確実に

予算計上してください。 

ウ 指定管理者制度へ移行する（更新を含む）施設については、指定管理者の選定結果及び事

業評価の結果を踏まえるとともに、必要な経費について計上してください。債務負担行為を

設定する場合、限度額の積算が分かる資料を作成、提出してもらう場合があります。 

エ 施設の大規模保全工事（建築修繕工事・耐震化工事等）については、公共施設等整備検討

委員会から配分額の通知を行いますので、各課で予算計上してください。  

  大規模保全工事の枠から外れた事業（予算圏外事業）は、原則、通常の工事請負費でも予

算要求できませんが、予算計上が必要な場合には、事前に企画政策課に相談してください。

（企画政策課関係） 

オ 市長ヒアリング等において、市長提案事項となった事業について、計上漏れのないように

してください。（企画政策課関係） 

カ 業務上または施設管理上、資格が必須となる場合は、人事課の助成制度を利用するか、各

課で予算計上してください（多治見市職員自主研修費等助成要綱参照）。（人事課関係） 

キ 指定文化財又は埋蔵文化財が所在する場所やその付近で工事を行う場合は、文化財に影響

を及ぼすことがないよう、設計前に文化財保護センターへ相談してください。指定文化財及

び埋蔵文化財の詳細や場所等については、「文化財保護センター公開キャビネット＞指定文

化財、埋蔵文化財への配慮」をご参照ください。（文化財保護センター関係） 

ク 細々節が２つ程度しかない細目は、他の細目への統合を検討してください。 
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７ 予算要求書の提出 

  本方針及び「別紙１ 予算要求書類の個別留意事項」を基に、予算を編成してください。 

 

（１）提出期限  

  令和７年 10 月 24日（金）厳守 

 

（２）提出資料、提出部数等 

 「別紙４ 令和８年度予算要求に伴う提出書類一覧」のとおり 

  データ…キャビネット上で更新（メール送付不要） 

  紙…財政課担当者に５部提出（ 〃 ） 

部局名 財政課担当者名  

経済部、こども健康部 岡田 佑太 ※継続費、繰越担当者 

建設水道部、教育委員会 水野 秀仁 ※起債担当者 

企画部、消防本部、選管監査、会計

課、議会事務局 
河地 まさ子 ※補助金、債務負担行為担当者 

都市計画部、環境文化部 柏木 明里  

総務部、市民福祉部 延島 理恵子  

 

（３）予算査定 

   ア 企画部長査定、副市長査定（必要に応じて２回実施）及び市長査定を行います。 

    日程…部課長宛てにメールでお知らせします。 

    場所…本庁舎３階第１会議室 

 

   イ 査定に当たっての留意点 

（ア）歳入・歳出の内容や前年度からの増減理由等を的確に説明できるように準備してくだ

さい。 

   （イ）査定において金額等が修正となった場合は、修正部分のみの差し替えとしてください。

（全差し替えはしません。） 


